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本
書
は

P
E
E
m
e
F
E自凶作

P
E
E
r
D第
六
巻
と
し
て
出

版
さ
れ
に
賃
銀
問
題

γ
闘
す
石
一
入
門
書
で
め
石
。
著
者
は
ケ
シ
ブ
り
ッ
ー

デ
大
胆
阜
の
講
師
の
職

rあ
る
イ
ギ
リ
ス
仁
お
け
る
著
明
な
マ
ル
ク
ス
主

義
者
で
あ
る
が
、
敢
〈
ま
で
現
震
の
究
明
を
罰
し
て
マ
ル
ク
ス
賃
銀
理
論

の
本
質
を
把
握
せ
ん
と
す
る
著
者
の
リ
ア
リ
ス
テ
イ
ヅ
ク
な
車
問
的
抽
出
度

を
、
わ
れ
わ
れ
は
本
書
に
よ
っ
て
十
分
覗
知
し
脅
品
目
で
あ
っ
て
、
著
者

が
ケ
シ
プ
り
ッ
ヂ
皐
濃
の
母
斑
を
離
れ
そ
の
内
在
的
批
判
を
極
限
ま
で
高

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
マ

W
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
道
ぞ
歩
む
仁

至
つ
亡
事
宜
は
、
決
し
て
堅
調
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
本
書
も
又
こ
の
よ

う
な
苦
闘
の
中
に
生
れ
に
耀
し
い
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
白
乙
と
は
著

者
が
本
曹
の
初
版
を
一
九
三
八
年
ド
ト
出
版
し
て
以
来
、
一
九
三
一
)
一
年
、
一

九
三
八
年
比
び
一
九
四
六
年
と
三
度
改
訂
を
加
え
て
い
る
事
賞
、
じ
か
も

初
版
に
比
し
て
第
三
改
訂
版
は
殆
ん
ど
そ
の
内
容
を
一
新
し
、
特
仁
賃
銀

毛

E
B
ス
・
ド
ヲ
プ
「
賃
制
問
」

理
論
を
取
扱
っ
て
い
る
第
円
、
第
五
章
は
す
っ
か
り
書
き
直
さ
れ
て
お

1
護
者

ttこ
れ
が
同
一
人
の
書
士
る

2疑
わ
し
め
る
程
の
ち

の
で
品
る
と
い
う
事
録
品
、
ぞ
れ
を
明
瞭
仁
物
語
っ
て
い
る
。
悶
に
木
書

の
章
別
構
成
は
究
の
如
〈
で
め
る
。

事
一
章
賃
銀
制
度
第
ニ
章
賃
担
と
生
滑
標
準
第
三
軍
賃
担

支
持
事
田
章
賃
担
の
諸
盟
諦
帯
主
章
賃
銀
と
交
捗
構
静
六

章
賞
品
差
異
部
七
章
勢
働
組
合
と
賃
報
第
八
章
困
家
と
賞

品
開

一
見
、
明
ら
か
な
よ
う
に
本
書
は
入
門
書
に
ふ
さ
わ
し
く
賃
銀
聞
題
の

全
卦
野
仁
及
ん
で
い
る
の
で
品
る
が
、
わ
亡
〈
し
は
こ
こ
で
は
主
じ
毛
田

賃
銀
理
論
の
紹
介
に
カ
馳
ぞ
置
き
、
必
要
な
限
h
に
於
い
て
、
他
の
分
野

に
も
言
及
し
、
以
て
著
者
の
理
論
的
立
場
を
一
回
解
明
確
に
す
あ
で
あ
ろ

D

〆

?っー
マ
ル
ク
ス
賃
銀
理
論
は
鰐
働
力
の
使
値
の
規
定
か
ら
出
援
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
し
乍
ら
商
品
と
し
て
司
勢
倒
カ
は
人
聞
の
努
働
カ
白
藤
史

的
形
態
で
あ
り
、
賃
銭
倒
は
人
間
の
暦
史
的
形
態
で
あ
っ
て
、
こ
の
資
本
i

家
的
生
産
関
係
仁
る
賃
鰐
楠
及
び
賃
銀
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
賃
銀
理
論

り
目
的
忙
と
オ
れ
ば
、
そ
の
内
容
及
び
特
殊
性
を
把
握
す
る
た
め
の
最
も

平
易
な
方
法
が
、
近
代
の
賃
銀
併
樋
を
他
の
杜
曾
制
度
に
お
け
る
勢
倒
形

態
と
比
較
す
る
と
い
う
歴
史
的
解
明
白
方
法
で
あ
る
こ
と
は
言
，
づ
ま
で
も

第
七
十
巷

主

主

五
豆

多事

捜



毛

v
w
J
ス
・
ド
ッ
プ
「
質
観
」

な
い
で
あ
ろ
う
。
乙
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
近
代
的
賃
傍
倒
の
準
歩
性
と
そ

の
階
臨
時
性
T
的
確
に
理
解
す
る
手
が
か
り
を
稽
保
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、

著
岩
も
叉
こ
司
黙
に
留
意
し
て
、
第
一
章
を
賃
噂
働
の
暦
史
的
解
明
の
論

及
に
あ
主

τい
る
の
で
あ
る
。

著
岩
は
先
十
託
代
賃
勢
倒
に
先
行
す
る
三
積
の
帯
繭
形
態
町
奴
穀
、
農

奴
及
び
手
工
業
者
の
勢
働
を
翠
げ
、
ぞ
れ
と
白
比
較
か
ら
近
代
自
賃
銀
制

度
の
特
慣
を
古
典
解
祷
齢
者
の
所
謂
「
廓
済
的
自
由
」
(
問
E
S
E
-
n
F再
I

E
目
)
に
求
市
、
更
に
乙
の
解
済
問
自
由
が
寅
H
R
的
に
は
閏
両
に
あ
巴
や

し
ナ
ぞ
の
本
慣
は
ま
さ
に
経
漕
的
従
属
で
あ
る
こ
と
を
鋭
〈
衝
い
て
弐
り

如
ベ
論
及
す
る
。

「
古
典
純
済
唱
者
の
『
縄
開
的
自
由
』
の
教
読
は
民
稗
貫
録
制
度
心

開
申
一
的
に
症
歩
的
な
意
味
?
(
以
下
傍
蜘
は
す
べ
て
紹
介
者
に
よ
る

)
E

し
く
許
慣
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
象
の
宇
凹
し
か
相
握
出
来
自

主
皮
相
な
見
解
で
あ
っ
て
、
近
代
の
賃
銀
制
度
に
あ
っ
て
は
務
副
問
。
撰
揮
擢

は
規
費
に
は
徹
底
的
に
剥
吉
取
ら
れ
て
お

h
、
こ
れ
は
併
働
者
が
無
産
階

級
白
一
員
で
品
る

E
い
う
事
責
仁
依
存
す
る
。
更
に
属
主
と
併
働
者
の
比

較
は
一
府
後
者
。
自
由
の
本
質
を
暴
露
す
会
。
し
か
も
こ
の
経
済
的
権
問
閣

は
一
努
倒
者
白
特
殊
な
雇
主
へ
の
従
属
で
は
な
く
、
明
働
者
階
級
の
資
本

家
階
級
~
の
穂
高
で
あ

h
、
こ
れ
こ
そ
土
さ
に
託
代
貫
録
制
度
の
一
特
質

を
な
す
ち
の
で
あ
る
」
と
。

以
上
は
国
語
。
自
尼
崎
同
虫
色
。
E
と
い
う
項
日
(
℃
一
切
・

0
l
E
)
町
一
事
官

で
あ
る
が
、
勢
胤
問
者
の
解
抽
間
的
従
属
性
h
d

車
仁
個
々
の
資
本
家
と
酷
磁
者

第
七
十
巻

五
六

挽

五
六

事

E いちの
白掠う最調
よてペも黙
うとき具か
なりで笹ら
賃よあ，的で
霊耳つろなな
理なう鵡〈
論託。持、
か代 カ益金
色 の ι資
導賃 そ本

品需 主審
き度 質級
れ ι 奇?と
すご劉 的金
のす 確勢
E {5 に倒
あ 7巨相者
ろし 握憎
うい じ績
か堪 て白
。解い鵡

じま 石 黒E
薯 もか
曹のら
の と朗

賃
銀
理
論
を
ト
取
扱
っ
て
い
る
第
四
章
「
賃
銀
の
諸
理
論
」
(
吋
『

2
5

主
唱
品
g
)
及
が
第
主
章
「
賃
銀
と
交
伸
槽
」

(
4
4
品
白
星
島
出
R
同
h
H
F
I

M
E
m
旬
。
調
。
平
司
雨
章
は
著
者
自
最
も
力
f
注
い
で
部
分
で
あ
る
こ
と
は

前
遁
し
お
L

と
こ
ゐ
で
あ
る
。
先
Ar第
耳
章
ば
主
に
傍
来
司
賃
銀
理
論
白
紹

介
?
と
批
判
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
わ
た
〈
し
は
諸
理
論
批
剣
を
逼

し
で
覗
れ
る
著
者
自
身
の
積
極
的
見
解
を
劇
決
し
、
そ
の
賃
銀
理
論
の
本

質
を
紹
介
す
る
に
止
め
よ
う
。
周
知
の
如
〈
賃
銀
の
博
統
的
理
論
は
生
存

/
費
理
論
才
あ
る
が
、
こ
り
理
論
に
は
大
き
な
棋
陥
が
あ
っ
た
。
こ
叩
棋
隔

を
最
初
に
認
め
、
「
習
慣
と
慣
行
」
を
生
存
費
を
決
定
す
る
一
要
因
と
し

七
司
は
リ
カ

l
v
で
あ
っ
た
。
し
か
し
著
者
は
「
リ
カ
ー
ド
は
こ
の
『
習

慣
』
白
影
響
を
短
期
的
な
色
の
に
遁
ぎ
子
、
人
口
法
則
(
マ
ル
ザ
ス
白
人

口
法
則

l
紹
介
者
)
を
長
期
に
わ
た
る
し
か
も
『
習
慣
』
由
影
響
を
無
力

化
寸
る
に
十
分
に
強
力
な
も
り
に
と
考
え
て
い
た
。
」
完

HE)
と
撞
べ
、

し
か
ら
ば
こ
の
古
典
的
生
存
費
麗
論
骨
止
揚
し
、
そ
り
良
さ
部
分
を
商
取

し
て
自
己
の
賃
銀
理
論
舎
大
成
し
た
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
「
習
慣
」
昭
事
一
因



を
如
何
に
位
置
づ
け
七
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
観
拙
か
ら
、
著
者
は
「
マ
炉

グ
ス
曹
と
圏
瞳
交
時
纏
」
(
冨
田

2
5
a
F。
F
4
2
R
n
Q
]一E
Z
F晶
l

n
E
古
関
)
と
い
う
項
目
で
マ
ル
グ
ス
賃
銀
出
論
へ
ー
と
論
述
F
進
め
、
そ
山

本
質
を
極
め
て
的
確
に
論
及
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
又
著
者
自
身
の

賃
銀
本
質
論
で
も
あ
る
。

「
マ
ル
ク
ス
も
叉
特
に
『
習
慣
』
の
要
因
の
影
響
守
強
調
す
る
。
彼
は

リ
カ

i
y
に
縫
い
、
帯
蘭
力
一
炉
商
品
で
あ
り
、
そ
の
供
給
k
債
値
が
他
町
一

諸
商
品
と
同
様
の
法
則
に
支
配
き
れ
る
限
h
、
境
問
力
の
市
場
債
格
ば
傍

倒
力
b
r
維
持
す
る
に
必
要
な
牛
活
費
制
明
白
恒
債
か
ら
長
期
仁
わ
た
っ
て
離

れ
る
と
と
は
出
来
な
い
。
同
時
に
勢
楠
カ
は
そ
れ
が
人
聞
に
附
着
し
て
い

る
と
い
う
賭
で
他
の
商
品
と
異
る
。
を
白
供
給
は
結
局
時
史
的
枇
曾
的
要

素
に
よ
b
左
右
き
れ
る
。
」

a
E
3

か
く
甲
如
〈
マ
炉
ク
ス
が
『
習
慣
』
の
影
響
hr
隔
世
史
的
社
脅
的
要
素
り

中
に
包
慣
し
た
所
以
ヂ
漣
ベ
、
攻
い
で
著
岩
は
ヤ
ル
ク
ス
の
「
憤
個
、
債

格
及
び
利
潤
」
を
引
用
し
ワ
つ
、
勢
働
力
白
慣
値
守
規
定
す
昌
要
素
と
し

て
肉
腫
的
並
に
開
史
的
社
曾
的
要
素
炉
摩
町
、
そ
の
度
低
の
一
限
界
を
肉
腫

的
要
素
じ
置
き
、
叉
賃
銀
の
莞
具
は
国
間
虫
的
社
曾
的
要
素
白
影
響
に
和
国

す
る
Y

」
と
を
朗
ら
か
に
し
、
更
に
傍
倒
組
合
の
貫
録
闘
宰
も
杭
曾
的
要
素

の
一
部
に
遁
ぎ
ぬ
こ
と
を
強
調
し
、
共
白
如
〈
論
及
す
る
。
「
勢
崎
組
A
門」

M
Y
賃
銀
水
準
引
上
げ
を
そ
の
圏
盟
行
動
に
よ

h
果
さ
ん
と
す
る
場
合
、
わ

れ
ら
は
長
期
に
わ
た
っ
る
自
己
守
主
張
す
る
織
則
仁
謝
し
て
見
込
み
の
な

い
闘
争
を
し
て
て
い
の
で
は
な

t
て
、
ま
さ
に
か
れ
ら
の
行
動
そ
の
も
白

品

I
，
ス

-
r
v
プ
「
質
強
」

e 
が
祉
曾
的
要
素
の
一
部
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
讃
得
し
た
も
の
は
将
来
か
れ

ら
白
博
統
的
な
宇
活
標
準
を
構
成
す
石
に
役
立
つ
の

rあ
否
。
」
(
咽

HS)

/
「
事
態
は
各
闘
宇
カ
の
問
題
仁
闘
す
る
。
」

2
8
)

か
〈
四
如
〈
、
マ
ル
ク
ヌ
が
交
路
懐
白
影
響
を
強
調
し

t
こ
を
に
よ
り

彼
の
見
解
を
賃
銀
勢
力
説

rと
論
取
す
る
者
が
い
る
が
、
こ
れ
は
マ
ル
ク

ス
賃
銀
現
諭
の
皮
相
な
把
握
に
も
と
づ

t
も
の
だ
と
論
断
し
、

+
4
0
如
〈

マ
ル
ク
ス
心
賃
銀
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
は
資
木
家
的
賃

銀
制
度
の
存
在
す
石
隈
旬
、
勢
同
組
合
白
活
動
は
無
限
に
賃
銀
舎
引
上
げ

て
利
潤
に
喰
い
込
む
も
の
七
と
は
考
え
て
い
な
い
。
勿
論
古
典
的
法
則
り

影
響
が
階
級
闘
宰
と
い
う
枇
曾
的
要
素
に
よ
り
強
力
に
屈
折
さ
れ
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
白
法
則
の
多
く
は

1

マ
ル
ク
ス
賃
銀
園
前
の
中
に
牛
か
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
否
。
」
百

E
3
著
者
同
一
か
か
る
誼
確
な
る
マ
ル
ク
ス
賃

銀
理
論
の
招
提
は
、
前
に
引
用
し
た
「
場
倒
組
A
f
o
活
動
そ
市
り
も
の
が
努

働
力
の
慎
債
の
枇
曾
的
要
素
そ
な
し
て
い
昌
。
」
と
い
う
正
し
い
理
解
か

ら
す
る
常
然
の
闘
結
で
あ
る
。
更
に
績
い
で
、
「
し
か
し
乍
ら
、
り
カ

l

γ
と
具

h
、
(
こ
の
貼

P
理
僻
が
最
も
重
要
で
あ
る
栢
升
者
)
彼
は
マ

ル
サ
ス
の
八
口
法
則
を
受
入
れ
な
か
っ
に
。
事
質
彼
は
そ
れ
を
き
っ
ぱ
り

否
認
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
勢
働
供
給
の
決
定
要
因
と
し
て
他
。
原
則

が
之
に
代
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
原
則
は
産
業
譲
備
軍
の
理
論
剖
も
相
調

的
河
剰
人
口
の
法
則
と
し
T
叙
述
さ
れ
で
い
昌
理
論
に
よ
っ
て
光
さ
れ
亡

の
で
品
る
。
」

(
P
E
3

「
か
く
し
て
賃
銀
引
よ
げ
に
抗
す
あ
特
殊
な
カ

の
存
在
す
る
資
世
家
的
賃
銀
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
、
勢
働
供
給
は
常
に

第

七

十

巻

豆
七

続

ヨ王
七

第



毛

I
9
ス
-
Y
V
プ
「
質
強
」

酷
珂
融
需
要
を
超
品
す
る
傾
向
を
有
す
る
も
の

T
あ
る
。
賃
銀
引
上
げ
に
抗

す
る
方
法
白
中
じ
は
、
機
械
力
仁
よ
り
人
間
併
倒
力
昭
代
龍
、
そ
の
結
果

生
や
る
失
業
を
掻
し
で
賃
鋲
水
準
を
墜
坦
す
る
週
期
的
恐
慌
の
裂
生
、
間
百

働
白
よ
り
園
田
債
な
晴
朗
備
軍
が
搾
取
さ
れ
う
る
外
国
へ
の
資
本
の
輪
出
の
傾

向
が
吉
ま
れ
る
。
」
(
吋
目

E
3

賃
銀
は
相
調
的
遁
剰
人
目
立
医
4
に
よ
ち
傍
闘
力
也
償
倍
以
下
に
絶
え

、
子
引
下
げ

ιれ
る
白
で
ゐ

h
、
こ
れ
仁
抗
し
て
立
ち
翠
る
務
倒
組
合
の
割
問

宰
は
、
賃
銀
の
運
動
法
則
を
打
破
す
る
も
由
で
な
く
、
そ
の
法
則
の
中
に

閥
暗
し
て
毛
れ
を
抑
制
鰻
和
す
る
に
温
ぎ
な
い
と
い
う
マ
ル
ク
ス
賃
銀
理

論
の
本
質
は
、
と
こ
に
著
者
仁
土
う
て
簡
潔
仁
で
は
あ
る
が
的
確
に
論
理

的
解
明
世
輿
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
晶
ろ
う
。

狐

t
こ
こ
で
調
者
は
恐
ら
〈
弐
白
如
き
回
世
間
T
設
せ
ら
炉
畠
仁
相
還
な

い
。
部
ち
「
し
か
ら
ば
著
者
ド
ッ
プ
は
努
働
組
合
町
闘
零
仁
よ
っ
て
賃
銀

は
ど
こ
ま
で
引
上
げ
う
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
」
と
。
こ
の
問

題
に
答
え
る
嬬
仁
、
著
者
は
第
五
章
全
部
ψ
費
し
て
い
る
。
わ
に
く
し
は

こ
の
賃
銀
理
論
仁
と
っ
て
臨
め
て
重
大
な
賃
銀
の
最
高
限
界
の
問
題
仁
闘

す
る
著
者
の
見
解
を
弐
仁
紹
介
し
よ
う
。

固

先
子
賃
銀
色
交
渉
開
の
問
題
か
tJ出
設
す
る
。
賃
銀
水
準
は
資
杏
本
と

勢
働
者
の
交
渉
樫
に
杢
面
的
じ
か
、
萌
は
一
部
仁
け
依
存
す
る
白
で
あ
る

か
。
叉
は
交
渉
槽
仁
よ
っ
て
は
曲
げ
ら
れ
旧
経
済
的
強
力
に
よ
っ
て
結
局

第
七
十
巻

主主

f、

互三
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第

量定

は
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
と
い
う
問
題
を
廻
っ
て
従
来
結
え
さ
る
組

事
が
展
開
さ
れ
た
。

周
知
の
如
く
、
体
統
的
賃
銀
理
論
が
役
者
の
立
場
じ
あ
っ
た
こ
と
は
言

Z

つ
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
所
詞
「
己
E
E
司
E
E
の
理
論
で
品
る
。
こ
り

皐
設
は
努
働
債
格
を
正
常
な
競
宰
賃
銀
仁
維
持
す
る
競
宰
申
敷
果
を
強
調

す
る
。
賃
鋲
が
勢
倒
組
合
や
園
己
患
の
干
油
断
に
よ
っ
て
、
こ
の
競
宰
賃
銀
以

上
司
水
準
ド
ド
引
上
げ
ら
れ
て
も
、
勢
倒
需
要
目
伸
縮
性
が
賃
銀
を
か
か
る

水
準
に
止
め
る
こ
と
を
得
せ
し
あ
な
い
。
賃
銀
の
上
昇
は
傍
倒
需
要
の
獄

少
を
も
た
ら
し
、
高
賃
銀
は
失
業
の
階
大
で
蹴
殺
さ
れ
る
。
か
〈
し
で
賃

銀
は
E
常
な
競
守
賃
銀
に
常
に
引
き
つ
町
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
事

設
の
見
解
で
あ
っ

R
。
乙
の
理
論
仁
劃
し
て
、
第
一
仁
勢
倒
需
要
の
仲
縮

性
と
第
=
に
傍
働
市
場
の
競
宇
の
完
全
性
の
二
一
知
仁
活
穣
な
批
判
が
集
中

F
1
-
B
 

i
t
7
 

第
一
の
黙
に
つ
い
マ
従
来
弐
の
如
き
批
判
が
な
さ
れ
て
来
七
、
と
著
者
は

説
〈
。
「
賃
銀
の
嬰
動
は
既
存
の
資
本
量
と
新
投
資
仁
影
響
す
る
こ
と
は

少
い
。
と
い
う
白
は
投
資
と
肩
傭
に
不
利
な
影
響
を
興
え
る
こ
と
な
く
賃

鋲
ぞ
引
上
げ
る
に
め
に
他
の
分
野
田
所
得
T
削
減
す
る
己
主
が
出
来
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
舟
野
と
は
、
第
一
に
利
子
と
種
々
の
瀦
占
利
潤
で
あ

り
、
第
二
仁
資
本
家
の
私
的
消
費

rあ
る
。
授
費
階
級
は
現
在
の
所
得
が

棋
世
し
て
も
、
市
費
を
滅
止
に
♂
こ
と
に
よ

b
投
資

f
増
大
す
る
も
白
で
あ

る。

L
K。(吋・

zs

v

」
白
鞘
仁
闘
し
て
は
、
若
者
自
身
弐
の
如
、
ち
見
解
を
述
べ
て
い
る
。



「
「
山
由
昨
由
民

8jrr即
旧
賞
即
時
山
中
即
い
い
ド
い
酌
卦
い
1
r
h
い
か
出
~
こ
の
事
、
、
観
主
義
は
明
か
に
過
去
の
も
?
と
な
っ
九
飴
り
仁
も
複
雑
な
相
互
作
周

m
r
r骨
恥
あ
恥
骨
九
山
小
骨
山
岳
山
口
ゃ
い
い
山
か
か
い
ゐ
か
か
貸
鈴
勝
骨
ん
山
田
r

F

呈
す
る
綬
楠
阿
世
界
は
、
体
統
的
賃
銀
理
論
白
引
か
の
硬
直
な
前
提
を
受
入

tr除臥
F
L
4
卦
卦
わ
か
o
又
費
本
家
仁
一
概
さ
れ
る
菓
子
の
一
片
が
突
然

E
念
れ
な
い
。
事
態
は
不
断
白
嬰
化
と
運
動
で
あ
hJ
、
長
期
と
均
衡
は
新
し
い

激
に
噂
い
取
ら
れ
る
や
、
与
岡
宮

A
2
1
R
ι
と
も
い
う
べ
き
反
作
用
が
諸
慶
化
の
介
在
な
し
で
は
到
達
し
得
な
い
の
み
な
ら
す
、
こ
町
長
期
へ
由

起
る
q
こ
り
こ
と
は
生
産
主
投
資
の
統
制
が
何
人
の
手
に
あ
る
限
り
留
意
運
動
白
温
程
そ
白
色
白
が
長
期
的
傾
向
の
性
質
に
作
用
す
る
諸
国
型
化
世
も

さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
」
と
。
(
何
回
島
)
か
か
る
見
解
白
誤
謬
に
つ
い
又
生
み
出
す
の
で
あ
る
o
」
(
P
E∞
)
と
述
べ
、
し
か
し
乍
ら
碩
置
な
決

て
は
後
に
指
摘
す
る
で
あ
ろ
う
。

J

F

定
的
見
解
を
拒
否
す
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
決
じ
て
懐
疑
的
不
可
知

第
二
の
馳
に
つ
い
て
、
経
来
申
批
判
は
究
叩
如
〈
で
あ
る
か
「
貴
本
主
論
的
結
論
に
陥
る
必
要
は
事
ち
な
〈
、
一
般
的
賃
銀
標
準
の
長
期
の
見
諮

義
社
曾
に
於
て
完
査
な
競
宰
な

E
と
い
う
も
の
は
、
第
働
市
場
に
は
存
在
・
し
に
閲
し
て
一
色
、
賃
銀
申
国
間
動
温
輯
が
ぞ
の
中
じ
在
ち
ね
ば
な
ら
由
一
定

し
な
い
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ヌ
プ
さ
え
冨
E
R岡
達
。
賃
銀
協
定
の
存
在
を
の
限
界
を
決
定
す
呂
こ
と
が
出
来
忍
と
碩
調
す
る
。
し
か
ら
ば
賃
訴
の
限

界
は
い
か
仁
規
定
さ
れ
る
の
可
あ
ろ
う
か
。

認
め
E
い
t
。
こ
れ
は
現
今
の
濁
占
段
階
に
於
亡
は
一
府
よ
〈
あ
て
は
ま

る
。
勢
樋
者
Mr
他
の
一
仕
事
へ

D
移
動
万
知
議
や
費
用
量
持

t
白
に
ゆ
に
勢
著
者
は
先
争
最
低
限
界
に
つ
い
て
筒
盟
じ
言
及
し
、
「
一
般
に
賃
銀
慎

倒
移
動
い
か
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
方
費
本
家
は
勢
硝
移
動
が
準
は
肉
腫
的
生
活
標
準
以
下
仁
長
期
間
下
落
し
得
な
い
よ
う
じ
思
P
れ

自
己
の
産
業
に
大
き
な
負
揺
を
か
け
あ
潟
じ
、
積
極
的
に
そ
の
移
動
守
防
る
o
勿
論
こ
申
肉
能
的
標
準
は
労
働
の
強
度
如
何
に
よ

b
生
活
費
耕
の
量

止
し
よ
う
を
努
力
し
て
い
る
事
賓
な

E
は
、
鍔
岡
市
場
の
競
宰
司
完
全
性
が
嬰
化
す
る
か
ら
、
国
定
し
に
標
準
で
は
な
い
。
若
し
も
墜
寓
な
算
働
白

を

否

定

す

る

。

」

司

司

区

日

山

古

)

供

給

が

外

部

か

ら

生

十

れ

ば

、

こ

の

最

低

標

準

は

正

常

な

傍

倒

生

活

を

締

扱
て

F
S
m
o
m
-
E
Z
の
理
論
を
め
「
っ
て
白
論
宇
は
一
暢
わ
れ
わ
れ
を
持
し
或
は
家
践
を
扶
養
す
る
じ
十
分
で
は
な
〈
、
唯
皐
仁
現
在
の
肉
盟
扇

E
こ
に
導
く
で
あ
ろ
う
か
。
と
問
い
つ
つ
、
著
者
自
身
白
賃
銀
と
交
滞
摺
必
要
に
り
み
十
分
に
渇
ぎ
白
低
さ
に
低
下
す
る
で
晶
ろ
う
。
」

Q
E
C
)

及
び
賃
鎮
の
最
高
限
界
仁
闘
す
る
見
解
を
「
賃
銀
は

E
こ
ま
で
引
上
げ
う
こ
の
最
低
限
界
仁
つ
い
て
り
著
者
自
見
解
は
第
二
章
で
委
し
く
展
開
さ
れ

る
か
の
」
令
F
当
明
日

E
白
老
晶
E

Z
問
自
旦
目
)
と
い
う
項
片
で
展
開
て
い
る
白
で
、
第
三
章
を
紹
介
す
る
際
に
詳
細
に
考
察
し
よ
う
。

し

て

い

る

。

弧

て

最

高

鴎

界

仁

つ

い

て

は

、

「

先

守

こ

の

限

界

は

簡

皐

仁

女

白

如

く

先
す

F
E
E
同一4
2
R
の

賃

銀

理

論

そ

批

判

し

で

、

規

定

さ

れ

る

。

闘

も

賃

鋲

は

現

在

資

本

家

仁

立

h
消
費
さ
れ
て
い
る
剰
飴

「
こ
白
理
論
の
悲

是

1
9
ス
・
ド
ヲ
プ
「
賃
融
」

第

七

十

巻

五
アし

主
7L 

第

蹴



毛

1
9
ス
・
ド
ヅ
プ
「
賃
親
」

宅
産
物
以
上
に
喰
い
込
む
程
に
は
引
上
げ
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ

は
資
本
の
供
給
に
喧
い
J

込
む
か
ら
と
。
し
か
レ
担
諸
問
と
投
資
一
一
か
個
人
的
所

有
者
の
統
制
下
仁
あ
る
資
本
家
的
制
度
仁
あ
っ
て
は
、
賃
銀
の
上
白
押
述
動

l

四
限
界
は
現
質
的
に
は
こ
れ
以
下
で
み
る
。
か
か
る
限
界
の
規
定
は
府
関

理
論
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ

b
も
、
政
治
と
祉
曾
的
心
理
の
問
題
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
わ
た
く
し
は
先
に
賃
銀
引
上
げ
の
可
能
性
は
多
〈
資
本

家
階
般
の
消
費
の
慣
例
的
標
準
に
依
存
す
る
と
い
う
事
責
を
述
べ
仁
。
し

か
も
こ
の
慣
例
的
標
準
は
一
度
探
聞
さ
れ
れ
ば
、
叫
駅
南
す
と
か
草
命
の
よ
う

な
混
凱
を
除
い
て
は
、
上
昇
す
λ
』
り
も
低
下
す
る
方
が
そ
の
轡
動
が
す

っ
と
緩
慢
で
あ
る
。

扱
て
繁
撲
の
時
期
に
於
て
は
、
勢
倒
組
合
が
強
力
仁
組
織
さ
れ
れ
ば
、

賃
銀
牛
話
者
は
そ
回
賃
銀
引
よ
げ
の
好
傍
件
に
お
か
れ
、
更
に
一
尉
十
分

に
組
掘
さ
れ
れ
ば
、
か
れ
等
は
慣
習
設
展
の
殆
ん

E
全
収
穫
を
確
保
し
う

る
で
品
ろ
う
。
し
か
し
産
業
が
停
握
し
或
は
そ
申
霞
展
が
綬
慢
な
時
期
仁

於
て
は
、
士
と
え
勢
働
組
合
が
強
力
で
あ
ろ
う
と
、
ぞ
白
限
界
は
晴
々
挟

土
b
、
賃
銀
引
上
げ
の
訊
み
は
激
し
い
揖
岳
に
遭
遇
し
、
結
局
資
本
家
は

そ
白
消
費
標
準
を
切
h
つ
め
す
し
で
恐
ら
〈
投
資
企
削
減
し
、
機
陥
慨
を
以

で
勢
働
者
に
代
置
し
、
以
て
努
倒
的
節
約
を
最
高
限
に
行
わ
ん
と
す
る
。

か
か
る
事
情
の
下
で
は
、
努
勘
者
の
組
収
入
を
増
大
す
る
カ
は
続
開
組
織

そ
の
も
申
由
徹
底
的
慶
革
が
起
ら
阻
限
h
、
恐
ら
し
そ
れ
ほ

E
大
き
な
も

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
(
】
吊
・
5

C

H

即
日
)

賃
銀
の
最
高
限
界
を
資
本
家
階
級
の
慣
例
酌
相
費
顧
準
に
よ
っ
1
規
定

F 

第
七
十
番

披

O 

ノ、。
賀吉

せ
ん
と
す
忍
者
斉
の
見
解
は
明
か
に
誤
謬
で
あ
る
。

最
高
限
界
の
規
定
は
努
倒
カ
の
慣
位
法
則
と
そ
り
淫
語
法
則
自
露
関
白

中
仁
求
め
な
り
れ
ば
な
ら
由
。
賢
太
主
義
の
上
向
期
じ
品
γ

つ
て
は
、
勢
樋

需
要
は
増
大
し
、
そ
の
需
要
を
め
ぐ
っ
て
り
資
本
家
相
互
白
競
宰
は
激
化

し
、
一
方
勢
桶
組
A

す
の
闘
宰
が
よ
ろ
し
き
を
得
れ
ば
お
賃
銀
は
努
働
力
白

慣
値
h
T
越
え
て
澗
品
開
償
怖
に
喰
い
込
む
可
能
性
が
生
十
る
で
あ
ろ
う
。
勿

論
現
質
的
に
も
か
か
る
時
期
に
於
て
一
部
の
勢
倒
者
は
構
樋
カ
白
慣
値
以

上
白
賃
銀
を
獲
得
し
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
野
倒
方
の
債
値
以
上
田
賃

銀
が
超
温
利
潤
を
得
て
い
る
一
部
品
資
本
家
り
些
細
な
犠
牲
に
よ
っ
て
支

梯
わ
れ
た
と
い
う
事
賢
少
想
起
す
れ
ば
、
超
温
和
潤
十
待
T
い
な
い
他
白

大
部
分
の
斐
本
家
仁
扇
れ
て
い
名
第
摘
者
の
賃
銀
が
境
樋
芳
明
慣
値
以
上

に
支
排
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
得
守
、
従
っ
て
勢
働
者
階
級
金
慢
の
賃

銀
は
、
繁
柴
の
時
期
に
於
て

rι
現
宜
的
に
は
傍
働
力
白
慣
値
以
上
に
上

昇
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
か
な
あ
こ
と
で
あ
る
。

ζ

の
L
ー
と
は
賃
銀

の
騰
貴
に
よ

b
そ
の
超
過
利
潤
白
一
部
小
犠
牲
に
し
に
資
士
山
車
も
、
平
均

利
潤
の
一
部
を
犠
牲
に
し
な
吋
れ
ば
な
ら
な
〈
な
る
や
、
平
均
賃
銀
(
傍

働
力
自
画
値
)
以
上
の
賃
銀
を
決
し
て
安
掛
う
ち
吊
り
で
な
い
と
い
う
事
賓

が
諮
問
し
て
い
る
。

し
か
も
資
本
主
義
白
欄
熱
、
腐
敗
し
て
ゆ
く
時
代
に
あ
っ
て
は
、
資
本

の
絶
封
的
一
般
的
法
則
は
絶
え
F
賃
銀
小
勢
鯛
切
り
慣
値
以
下
に
、
更
に

そ
印
肉
臨
的
限
界
以
下
に
殴
?
せ
し
め
畠
の
で
あ
っ
て
、
静
岡
附
組
合
の
闘

容
は
唯
車
に
こ
の
法
則
を
抑
制
、
緩
和
し
う
る
に
温
ぎ
子
、
勢
倒
カ
の
債
植



法
則
は
か
か
る
時
期
に
於
て
古
依
然
そ
り
運
動
法
則
ぞ
遁
レ
て
存
在
し
て

お
b
、
従
っ
て
貫
録
の
最
高
限
界
は
究
極
に
於
亡
勢
袖
カ
の
憤
値
仁
と
定

規
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

著
著
H
F
E
し
い
観
艶
か
ら
こ
の
問
題
を
取
hJ
上
げ
、
現
賓
に
於
て
一
般

に
賃
銀
が
剰
品
開
償
備
に
喰
い
込
む
v

」
在
日
不
可
能
性
を
指
摘
寸
る
と
い
う

す
「
れ
士
洞
察
を
市
し
な
が
ち
も
、
し
か
も
何
故
に
訣
れ
る
最
高
版
界
り

規
定
仁
陥
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ぞ
れ
は
著
者
日
完
全
に
全
階
統
的
関
知
f
失
い
、
投
資
と
消
費
標
準
を

恒
仁
賃
銀
仁
か
か
わ
ら
し
め
る
と
い
う
非
科
皐
的
な
方
法
を
取
つ
に
か
ら

で
あ
る
。
賃
銀
に
直
機
関
連
す
る
も
の
は
利
潤
で
あ
h
、
資
本
の
目
的
は

投
資
と
消
費
標
準
の
如
何
仁
あ
る
の
で
は
な
〈
、
ま
さ
仁
利
潤
白
羽
求
仁

あ
る
と
い
弓
股
粛
な
る
事
賞
者
忘
却
す
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
は

断
じ
て
許
さ
れ
阻
こ
士
で
あ
る
。
こ
こ
に
著
者
が
今
向
、
!
ケ
ン
プ
リ
ヅ
ヂ

皐
振
の
母
斑
ぞ
完
全
甲
仁
断
ち
切
っ
て
い
な
い
所
以
舎
み
る
の
で
あ
る
。

五

最
後

ι
1同
一
勢
倒
、
尚
一
賃
銀

L
(
E
S
H
F
-
2
2
E君。

ε

白
原
則
に
掛
す
る
著
者
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
問
題
は
第
六
章

「
賃
銀
差
異
」

2
5唱
巴
需
品
百
)
の
中
に
論
及
さ
れ
で
い
石
が
、
従

来
賃
銀
理
論
の
大
半
は
従
属
的
に
で
は
あ
る
が
常
仁
こ
の
問
題
に
言
及
し

て
お

h
、
賃
銀
の
現
質
問
題
剖
ち
賃
銀
闘
宰
に
関
連
し
て
生
起
す
る
多
く

の
問
題
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
賃
銀
差
異
白
占
め
畠
地
位
は
極
め
て
大
き

毛

I
P
ス
・
ド
ッ
プ
「
賞
品
」

¥
 

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
賃
銀
差
具
と
い
え
ば
直
に
「
同
一
努
画
、
同
一

賃
銀
」
の
原
則
合
想
起
す
る
程
、
そ
れ
棋
乙
の
原
則
は
温
去
一
世
紀
の
問

絶
え
子
激
し
〈
論
雫
さ
れ
来
っ
た
の
で
の
で
晶
る
が
、
著
者
b
文
か
な
り

委
し
く
し
か
も
極
め
て
正
し
い
見
地
か
ら
こ
白
問
題
世
論
及
し
て
い
る
。

以
下
は
著
者
の
見
解
の
大
要
で
あ
名
。

先
十
著
者
は
男
女
賃
銀
差
具
白
問
題
か
ら
出
裂
す
る
。
「
男
女
が
相
互

に
代
置
し
得
白
蓮
業
に
於
て
は
、
男
女
鰐
樋
は
純
粋
な
無
競
宰
瞳

fr権
成

す
る
。
従
コ
で
雨
宥
の
賃
銀
差
異
は
需
要
供
給
白
保
件
如
何
仁
か
か
っ

t

い
る
。
し
か
し
女
子
は
隅
病
し
易
い
を
か
、
仕
事
に
一
時
的
に
自
己
を
遁

隈
し
得
る
に
温

F
Pと
か
、
あ
る
種
の
職
業
で
は
女
子
守
除
外
す
る
習
慣

が
あ
石
と
か
い
う
勢
一
倒
需
要
か
ら
す
る
理
由
官
吋
で
は
、
い
十
れ
白
闘
で

も
男
女
賃
相
棋
の
差
具
が
五

o
mで
あ
る
と
い
う
、
こ
の
甚
大
な
る
差
異
世

設
問
す
る
こ
と
は
出
来
自
の
で
、
こ
れ
は
主
と
し
て
供
給
憐
件
か
ら
の
み

読
明
さ
れ
得
る
。
そ
の
中
最
も
霊
要
な
原
因
は
、
彼
女
等
の
家
庭
が
男
子

の
稼
ぎ
手
の
偲
収
入
、
失
業
、
病
気
に
よ
る
閃
輸
長
崎
温
の
矯
仁
、
女
子

守
帯
働
市
場
に
顕

h
出
す
と
い
う
事
責
仁
晶
る
。
か
か
る
朕
態
に
あ
っ
て

は
女
子
は
い
か
な
る
傍
件
で
色
仕
事
を
し
よ
う
と
し
、
こ
の
こ
'
ど
が
よ
り

良
好
な
確
宜
な
末
釆
の
見
込
み
よ

b
も
一
時
的
仁
せ
よ
目
先
事
の
こ
の
低

廉
な
直
接
の
欣
入
小
高
〈
評
債
さ
せ
る
。
か
く
し
て
起
る
女
子
の
低
賃
銀

が
叉
男
子
の
賃
銀
世
千
麿
匪
迫
す
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

突
に
男
立
が
相
互
仁
代
置
さ
れ
得
る
産
業
に
於
て
は

E
う
で
あ
る
か
。

と
白
場
舎
に
も
依
然
女
子
の
賃
銀
は
低
い
。
そ
れ
は

1
分
社
代
置
が
行
わ

第
七
十
替
ノ

第

揖• 



毛

1
9
ス
・
ド
ヅ
プ
「
賃
韓
」

れ
な
い
か
ら
で
晶
司
令
。
女
子
努
倒
が
そ
の
能
率
に
翻
し
て
低
賃
銀
h
T
支
携

わ
れ
る
な

ιば
、
何
故
に
こ
司
相
時
的
低
廉
が
消
滅
す
司
る
ま
で
女
子
の
弟

子
構
蘭
へ
の
代
置
は
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
は
こ
っ
山
理
由

が
あ
る
。
第
一

ι女
子
山
男
子
勢
働
へ
の
代
置
に
は
か
な
り
狭
い
限
界
が

あ
り
、
習
慣
の
破
棄
と
特
別
町
経
費
な
し
で
女
平
嶋
田
倒
や
欄
援
す
る
こ
と

は
出
来
向
、
と
い
う
こ
と
。
第
一
一
に
女
子
勢
倒
の
供
給
同
級
は
一
定
鮪
以
後

は
明
ら
V
仁
非
仲
縮
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
む
(
諸
費
仁
土
昇
す
ゐ
賃
銀

の
債
椅
は
増
大
す
る
女
子
傍
倒
白
量
者
勢
働
市
場
に
引
き
つ
り
る
偏
に
提

供
さ
れ
ね
ば
な

ι由
と
い
う
意
味
で
)
。

L

Q
吋・

5
b
1
コ。)

以
上
白
如
〈
男
女
賃
一
銀
芸
員
。
原
因
歩
主
求
し
た
後
に
、
「
同
一
鋒
働

同
一
賃
銀
」
白
原
則
を
宍
白
如
く
展
開
す
る
。
「
士
子
掛
伺
が
男
子
努
倒

仁
比
し
有
用
で
な
い
場
合
、
と
の
原
則
hr採
用
す
れ
ば
女
子
ば
仕
事
か
ら

閉
め
出
さ
れ
、
女
子
の
需
要
目
減
じ
そ
の
賃
銀
標
準
は
低
下
す
名
。
し
か

し
男
女
申
仕
事
に
劃
す
る
迫
属
性
仁
著
し
い
差
異
の
な
い
場
合
に
は
、
自

分
撞
が
女
子
の
不
式
公
平
な
競
宇
に
ま
き
込
ま
れ
る
と
い
う
男
子
努
同
組
合

員
の
恐
怖
を
取
除
く
こ
と
に
よ

b
、
彼
等
か
ら
女
子
の
一
加
入
の
制
限
を
除

去
し
緩
和
せ
し
め
、
彼
女
等
が
以
前
閉
め
出
さ
れ
て
い
た
産
業
に
女
子
が

多
〈
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
あ
。
と
に
か
く
圏
韓
交
渉
ド
よ
っ
て
女
子
賃

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
!

銀
白
水
準
を
引
上
げ
ん
と
す
あ
女
子
の
鰐
倒
組
合
機
関
の
鯛
提
四
品
跡
地
は

現
在
十
分
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
白

r。
男
子
勢
働
組
令
員
の
見

地
か
ら
し
で
も
、
男
全
労
働
者
が
璃
傭
仁
封
ず
る
競
宰
者
で
あ
る
限
り
、

こ
の
よ
う
号
賃
銀
唾
話
の
弱
い
部
舟
の
組
織
は
自
分
撞
に
と
っ
て
も
甚
に

第

七

十

巻

鵠

六

二

、
、
、
、
、
、
、
、
、
.

有
利
で
品
る
こ
と
は
間
運
い
な
い
。
「
同
一
努
閥
、
同
一
賃
銀
の
原
則
。

、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

確
立
が
ど
こ
ま
で
努
働
者
階
級
金
瞳
り
収
入
?
増
大
ぜ
し
め
る
が
と
い
う

こ
と
は
第
宝
章
「
賃
銀
と
交
捗
橋
」
で
論
じ
ら
れ
七
問
題
に
厨
す
る
よ

(同

4
・弓。
l
H
4
3

資
本
永
は
「
資
本
家
は
「
同
一
努
倒
、
同
一
貫
録
L
D
原
則
?
掛
働
者

が
行
う
掛
働
が
同
じ
性
質
、
同
じ
分
量
の
も
の
で
あ
弓
場
合
に
は
、
同
じ

賃
金
が
支
掛
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
賃
銀
は
勢
働
者
の
行
う
勢

働
白
質
と
量
と
に
藤
じ
て
支
掛
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
解
咽
揮
す
る
。
し
か
し

乍
ら
資
本
家
的
賃
銀
制
度
白
下
で
は
、
た
と
え
家
族
を
扶
養
す
る
立
場
、
し

あ
る
女
子
炉
成
年
男
子
と
同
一
白
傍
倒
を
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
男
子

と
同
一
り
賃
銀
は
奥
え
ち
れ
な
い
白
で
品
答
。
勿
諭
男
女
賃
銀
差
異
が
本

質
的
ド
は
勢
倒
力
白
優
値
そ
り
色
申
白
相
違
に
基
〈
こ
と
は
言
う
ま
で
色

な
い
ロ
し
か
し
乍
ら
男
女
賃
銀
差
異
が
努
働
力
の
債
値
D
相
蓮
以
上
に
大

き
い
と
い
う
事
賓
は
、
直
接
に
は
男
女
捧
働
者
の
不
平
等
申
競
宰
自
存
在

に
よ
っ
て
り
み
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
同
一
傍
倒
、
同
一
賃

銀
」
白
原
則
の
た
め
の
闘
宇
は
か
か
る
不
平
等
な
競
争
の
除
去
ψ
遁
し

τ

女
子
底
賃
銀
の
克
服
へ
と
志
向
し
な
げ
れ
ば
な
ら
白
。
し
か
ち
か
か
る
目

的
の
達
成
如
何
は
、
ま
さ
に
女
子
構
働
者
自
組
誠
元
自
強
化
と
そ
白
活
動

仁
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
賄
は
い
か
ほ
E
強
調
し
て
も
強
調
し
渦
ぎ
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
乍
ら
「
同
一
境
倒
、
同
一
賃
銀
」
白
原
則
白
本
質
解
明
の
科
皐

的
方
法
は
女
子
傍
観
岩
の
低
賃
銀
を
傍
働
力
の
償
値
申
分
割
の
必
然
性
を

占，、

策



通
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
品
る
。
周
知
の
一
知
〈
、
機
械
制
生
産
は
舞
働
者

家
族
の
金
成
員
守
勢
働
市
場
に
投
宇
品
と
と
に
よ

h
、
夫
の
傍
樋
力
白
債

値
を
彼
の
圭
家
族
の
上
に
分
割
す
る
。

hr

く
で
鍔
倒
カ
の
債
値
は
男
子
勢

働
者
七
け
也
生
活
資
酬
明
の
債
簡
に
よ
っ
ア
規
定
さ
れ
、
そ
の
努
闘
力
。
使

値
を
減
少
さ
噌
、
一
方
女
子
勢
働
力
の
償
前
及
児
童
努
闘
力
の
僚
値
も
そ

れ
ぞ
れ
回
生
活
費
軒
町
慣
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
勿
論
男
子

努
働
力
。
慣
値
に
比
し
、
一
般
に
低
い
の
で
あ
る
。

か
く
の
加
〈
勢
同
開
力
白
債
値
目
静
剤
か
巴
「
同
一
帯
倒
、
同
一
賃
銀
」

の
原
則
白
必
然
性
を
解
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
v
』

白
鞘
白
論
及
が
著
宥
に
よ
っ
て
は
殆
ん
E
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
著
者
。
賃
銀
本
質
論
。
杷
揮
の
不
十
牙
さ
を
示
す
も
り
と

い
え
よ
う
白
勿
輸
こ
白
原
則
の
解
明
は
こ
の
黙
に
止
ま
っ
て
い
て
は
、
こ

り
図
。
一
部
賃
銭
理
論
家
り
ご
と
き
甚
七
閤
念
的
な
棋
謬
に
陥
る
危
険
が

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
構
磁
力
白
儒
値
白
規
定
か
ち
一

歩
進
ん
で
資
本
航
蓄
積
の
一
般
的
法
則
に
よ
る
勢
働
力
の
債
格
由
壬
の
慎

値
以
下
へ
の
不
断
白
引
下
げ
の
温
程
に
あ
っ
て
女
子
労
働
賃
銀
が
占
め
あ

め
岱
h
わ
か
岱
朴
わ
野
手
野
骨
骨
鈴
い

um一
砂
あ
骨
骨
、
(
出
掛
E
V
骨
骨
)
、
か
恥

に
最
も
具
韓
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
九
か
く
て
得
ら
れ
る
こ
白
原
則

自
最
も
具
抽
出
的
な
本
質
把
揮
は
現
賢
母
賃
銀
関
宰
に
有
数
な
る
理
論
を
提

供
し
う
あ
白
で
あ
っ
て
、
こ
り
需
に
繭
し
て
は
著
者
ド
ッ
プ
の
論
及
に
は

十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
今
後
こ
笠
原
則
。

E
し
い
理
解
の
矯
に
寄
興
す

る
に
足
昌
多
〈
白
論
賭
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

4
1
9
ス
・
ド
ヅ
プ
「
賃
担
」

六

以
上
を
以
て
大
鐘
著
者
。
賃
銀
理
論
申
先
略
ぞ
紹
介
し
た
の
一
で
あ
昌

が
、
弐
い
で
著
者
の
賃
銀
形
態
脅
か
1

取
主
げ
る
り
が
順
序
で
あ
ろ
う
。
第

j

三
重
「
賃
銀
支
掛
」

(
4官
】
可
品
目
百
件
。
内
耳
晶
E
)
が
乙
の
問
題
に
あ
て

ら
れ
て
い
る
が
、
紙
敷
申
閥
係
上
わ
に
く
し
は
こ
の
紹
介
を
割
愛
し
、
唯

こ
こ
で
著
者
は
資
本
主
義
が
有
園
主
義
よ
り
一
般
的
危
機
の
段
階
に
設
展

す
る
に
つ
れ
て
、
賃
銀
支
梯
形
態
は
晴
々
複
礎
化
し
、
こ
れ
を
武
器
と
し

て
警
本
訟
は
努
耐
の
強
化
を
促
進
し
、
こ
れ
が
賀
に
鰐
働
者
階
腕
白
窮
乏

化
の
最
も
重
要
な
原
因
の
一
つ
で
品
る
こ
と
を
認
め
ヲ
っ
、
極
め
て
簡
潔

に
官
官
碩
よ
{
そ
の
設
生
白
順
序
に
使
い
、
各
賃
銀
支
挽
形
態
を
一
つ
一
つ

論
及
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
む
み

fLM博
え
し
て
お
こ
う
。

扱
て
愈
々
第
二
章
「
賃
銀
と
生
清
水
増
」
(
耳
R
向

日

間

白

血

国

民

団

沖

縄

T

骨
己
主

E
F
)
を
紹
介
す
べ
き
段
階
に
立
ち
至
っ
た
。
本
章
は
誠
に
本

書
中
司
自
周
と
も
い
う
べ
〈
、
著
者
は
そ
の
意
大
な
統
計
費
籾
を
巧
み
に

麟
使
し
、
賃
銀
と
生
活
水
準
白
鑓
動
に
鋭
利
な
到
開
の
メ
ヌ
を
振
い
つ
つ

努
働
者
階
級
白
畑
劉
的
及
絶
劃
的
窮
乏
化
白
法
則
を
見
事
仁
賓
誼
し
て
儀

す
と
こ
ろ
が
な
い
。
本
章
を
遁
し
て
覗
れ
る
著
者
ド
ッ
プ
の
現
宮
町
劃
決

を
求
め
て
止
ま
ぬ
旺
盛
な
る
科
準
的
精
神
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
無
限
司
教

訓
を
扱
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
鮮
を
厭
わ
宇
詳
細
な
紹
介
世
試
L
O

L
i
o
'
勺
J

。
著
者
は
先
十
賃
銀
及
賃
銀
の
醐
出
動
一
の
問
題
守
勢
働
者
階
級
。
宇
活
水
準

第
七
十
巻

ームノ、

第

強

占，、



毛

l
p
ス

-
F
V
プ
「
質
観
」

と
の
闘
聯
に
於
て
論
及
す
る
に
あ
仕
つ
て
は
、
弐
の
如
き
匡
別
を
明
瞭
に

し
て
お
く
こ
と
が
極
的
J
L
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

「
第
一
に
、
の
園
町
線
賃
銀
支
抽
額
白
嬰
動
と
一
定
期
間
の
(
一
週
、

一
ヶ
月
、
一
ヶ
年
)
一
入
賞
hJ
平
均
所
得
白
嬰
動
と
の
匿
別
。
」
(
戸
邑
)

「
第
二
日
絶
艶
的
賃
銀
白
嬰
勤
と
総
生
産
問
に
劃
す
る
相
調
的
賃
銀

の
費
動
と
の
匝
別
。
」
〔
P
E
)

こ
の
鮪
司
設
聞
は
次
回
如
〈
で
あ
る
。
「
閤
民
総
所
得
に
占
め
石
賃
銀

申
相
罰
的
分
前
の
問
題
は
、
事
態
の
長
期
の
趨
勢
を
考
察
す
右
上
に
は

重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
‘
諸
々
田
所
得
の
範
曙
間
或
は
陪
髄
同
町
所
得
分

配
で
は
な
〈
、
何
々
人
の
所
得
分
臨
を
見
る
場
合
に
は
こ
れ

rけ
で
は
十

分
で
な
い
。
即
ち
各
階
級
聞
に

E
れ
程
の
所
得
者
が
存
す

4

の
か
士
知
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
あ
し
も
賃
録
作
届
者
。
数
日
が
財
産
所
有
者
の
数
よ
し
ド

ト
ド
卦
卦

p
m
F
4川
市
か
わ
や
め
、
島
円
札
r
b
忠
4
r
b
め
昏
札
rtr辛
口
恥
骨
い
わ
、

h
u
h
p
t
r鈴
小
山
一
骨
骨
ん
r
p弁
い
?
い
砂
れ
且
師
会
h
u
し
肝
骨
か
和
島
寸
ゅ
ん
r砂

、
、
、

大
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
い
仁
ゐ
b
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
駕
く
べ

き
こ
と
仁
利
用
し
得
る
あ
ら
明
る
統
計
は
闇
民
所
得
に
占
め
る
綿
貫
銀
叩

割
合
U
T
著
し
く
固
定
的
で
あ
る
こ
ー
と
を
示
し
て
い
る
。
」
(
司
邑
)

わ
恥
わ
れ
は
と
の
乙
と
そ
、
費
本
主
諮
下
で
は
賃
銀
生
活
者
の
敷
げ
か
絶

え
宇
増
大
し

τい
る
事
賓
と
思
い
合
わ
す
な
ら
ば
市
賃
銀
生
活
者
自
窮
乏

化
は
ま
さ
に
憶
然
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

笹
こ
四
固
定
性
を
賀
謹
す
る
た
晶
、
著
者
は

F
1
4
轄
の
統
計
を

引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
賃
組
曲
圃
民
所
得
に
占
め
る
割
合
は

第

七

十

巻

r、
国

第

説

プマ
凪

一
八
八

O
年
約
一
一
一
八
%
、
一
九
一
=
一
年
約
一
一
一
丸
岡
、
乙
自
問
。
最
高
木

理
は
↓
八
九

O
年
前
半
期

ω
四
一
%
、
一
九
二
五
年
国
一
一
出
、
一
九
三

0
年
代
ρ
宇
噴
ゴ
一
九
%
、
事
ニ
女
六
噛
前
三
九

μ
凹
O
M向
。
(
倫
参

考
ま
で
に
切
C
調
布
河
内
統
計
は
信
用
心
置
け
な
い
も
自
で
あ
る
こ
と
を

一
言
附
け
加
え
て
置
〈
)

更
に
型
遣
業
(
冨
ω
E
m
F
E
2
g
m
雪
量
比
四
回
心
的
純
生
産
高

(
Z昆

】

2
0島
z
n
同
)
に
占
め
る
賃
銀
内
割
合
に
つ
い
て
は
ロ
s
m
H
E
ζ
同
自
国

2
s

ud--一F
F
に
於
け
る
統
引
を
引

i

用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
由

割
合
は
一
八
四
九
年
王
一
同
で
あ
ヲ
た
も
の
が
、
一
九
二
七
年
に
は
僅

か
三
九
回
に
温
ぎ
ず
、
と
の
割
合
は
一
九
二

0
年
代
を
損
じ
て
減
少
し
‘

一
九
=
一
三
年
ま
で
檀

μ
た
。
そ
り
後
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
O
Z
ユ

l
Lア
イ

ー
ル
政
策
に
よ
り
備
か
上
井
じ
た
に
過
ぎ
な
い
事
寅
が
明
か
に
さ
れ
て

い
る
。

第
三
に
貨
幣
賃
銀
の
嬰
訴
と
世
質
賃
銀
の
嬰
動
の
直
別
、
又
は
賃
金
事

の
鍵
動
と
一
定
期
闘
仁
務
副
者
が
受
け
る
所
得
の
嬰
動
と
司
直
別
。

賃
組
内
牛
と
所
得
と
の
闘
係
白
解
明
は
特
仁
重
要
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

が
掛
樹
事
と
そ
叩
家
族
の
生
枯
標
準
に
つ
い
で
語
る
時
は
、
一
定
期
聞
の

家
族
の
楓
所
得
に
闘
し
て
で
あ

b
決
し
て
賃
銀
事
仁
つ
い
て
で
は
な
い
こ

と
舎
想
起
す
る
な
ち
ば
、
賃
銀
事
か
ら
所
得
の
多
寡
均
在
、
徒
つ
で
生
活
標

準
を
判
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ

k
を
銘
記
し
な
吋
れ
ば
な

ιな
い
ロ

担
て
著
者
は
賃
銀
事
と
所
得
と
白
慶
翫
の
高
別
の
理
由
そ
し
て
弐
白
如

き
も
白
骨
摩
げ
で
い
る
。



「
第
一
仁
、
第
倒
者
の
所
得
は
一
週
間
に
彼
が
仕
事
を
得
る
時
間
殿
と

一
年
間
仁
彼
が
働
く
仕
事
の
掴
数
仁
従
っ
て
臨
時
訪
す
る
と
い
う
こ
と
に

(
吋
・
呂
)

「
第
二
に
、
傍
働
者
四
等
純
白
に
具
動
が
起
b
、
そ
り
結
果
各
等
級
問

。
柑
封
臨
障
が
国
民
動
す
る
に
め
仁
、
所
四
刊
は
賃
銀
唱
が
一
定
、
と
し
て
も
同
自
滅

す
石
と
い
う
こ
と
。
」
(
吋
日
)

「
銘
=
一
に
、
出
来
高
排
の
努
働
者
の
所
得
は
勢
働
り
強
度
り
嬰
動
に
よ

り
影
響
さ
れ
る
正
い
う
こ
と
。
」

Q
8
)

註

目

上

ω
持
貼
に
留
意
し
て
著
者
は

F
邑
』
其

ω
弛
の
統
計
を
引

川
し
、
一
九
一
凶
血
ー
か
ら
一
九
同
凶
年
迄
的
賃
銀
串
と
所
持
の
慶
闘
を
比

慌
L
、
所
得
が
常
に
賃
担
事
左
上
廻
っ
て
上
昇
し
て
い
る
事
貨
を
指
摘
し

て
い
る
。

最
後
に
焼
嗣
者
の
生
活
標
準
を
剣
幽
す
る
上
l
暫
意
す
べ
き
こ
と
と
し

て
、
「
一
家
族
に
は
幾
人
目
働
き
手
が
尻
る
か
と
い
う
こ
と
と
こ
り
所
得

乙
炉
支
え
る
べ
己
家
放
也
大
き
き
世
知
昌
こ

ιで
あ
る
。
」
百
世
)
と
述
べ

著
者
は
ヨ

l
ク
市
に
於
げ
る

H
W
O
E
可
目
白
調
査
に
依
援
し
て
こ
の
黙
を

論
及
し
、
弐
心
如
き
総
論
に
撞
し
て
い
る
。
「
こ
白
一

0
年
間
家
族
白
平

均
的
大
き
き
は
か
な
h
嬰
化
し
た
が
、
し
か
も
平
均
家
族
に
合
理
的
生
活

保
準
ぞ
興
え
る
に
十
分
な
賃
銀
は
一
八
四
穆
苦
手
に
頼
る
大
家
族
に
と
っ

て
は
飢
餓
賃
銀
で
あ
り
w

平
均
家
族
仁
と
っ
て
偉
い
賃
銀
は
燭
身
勢
倒
者

の
慰
安
り
時
間
さ
え
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
依
然
事
貨
で
あ

る
d
」
と
。
(
刊
自
)

毛

l
リ
ス
・
ド
ザ
プ
「
賀
韻
」

註
間
内
ヨ
ヨ
骨
2

凶
ヨ

1
グ
市
に
於
け
る
調
査
は
捧
働
者
。
挨
義
児
童

敢
に
つ
い
て
夫
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
八
九
九
年
白
調
査
は
扶

義
児
童
数
五
人
以
上
自
家
族
数
を
会
挫
の
1
一M
、
扶
養
見
宣
教
三
人
以

上
の
家
挟
数
を
金
値
の

1
E
、
児
童
数
三
人
以
下
目
家
族
数
を
約
島
す

と
し
、
一
九
コ
一
六
年
内
再
調
査
は
大
人
の
賃
龍
生
活
者
の
3
一4
は
掴
身

者
で
あ
り
、
既
婚
者
自
場
官
も
扶
養
児
童
数
は
暗
ん
ど
二
人
以
下
で
あ

り
、
一
一
一
人
以
上
は
全
世
心
九
回
に
過
ぎ
な
い
。

究
い
で
著
者
は
生
計
費
指
数
に
も
言
及
し
、
そ
り
欺
悶
他
ぞ
衝
撃
、
生

計
費
指
数
に
よ
っ
て
巴
賀
質
賃
棋
を
算
定
す
る
方
法
色
多
く
司
猫
断
が
っ
ち
』

ま
と
い
、
正
確
を
期
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
説
〈
。

・
扱
て
わ
れ
わ
れ
が
以
上
田
賂
を
銘
記
し
て
お
く
な
ら
ば
、
寅
管
賃
銀
目

上
昇
ぞ
以
て
単
純
に
務
働
者
階
級
自
生
活
僚
準
の
改
善
忙
と
平
合
賭
す
る

幼
稚
な
誤
認
雪
お
か
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
ロ
著
者
は
一
八

O
O年
よ

b
第
二
次
大
験
中
迄
の
質
質
賃
銀
の
艶
勘
を
イ
ギ
リ
λ

に
例
を
と

h
、
そ

の
走
大
な
統
計
を
駆
使
し
て
詳
細
に
椴
討
U
、
骨
盤
昌
平
掛
倒
者
申
宜
質
賃
錦

町
上
昇
b
結
局
窓
大
な
失
業
者
の
所
得
の
喪
失
と
品
川
働
強
化
申
増
大
に
よ

っ
t
減
殺
さ
れ
、
反
っ
て
生
活
標
準
は
低
下
す
る
事
寅
を
指
摘
し
、
傍
倒

音
階
級
白
相
鈎
的
及
組
期
的
窮
乏
化
の
必
然
性
あ
笠
宮
澄
し
て
儀
す
と
こ
ろ

z
-ト
、
。

カ
7
し

勿
論
宜
頁
賃
州
捕
の
鑓
動
の
み
で
は
掛
倒
者
の
生
活
僚
準
の
正
確
な
朕
強

は
わ
か
ら
な
い
切
で
あ
っ
て
、
著
者
も
こ
の
賠
に
留
意
し
て
か
、
こ
の
章

白
最
後
に
「
賓
凶
」

(
F
S
2
)
と
い
う
項
目
を
掲
げ
、
問
。
z
q
2
り

第

七

十

巷

事

現

，、
五

五
九



干
1
D
ス
・
ド
ザ
プ
「
質
催
」

ヨ
i
グ
市
仁
於
け
昌
勢
同
問
者
階
級
の
生
活
朕
態
の
詳
細
な
る
調
奈
じ
依
嬢
揮

し
つ
つ
、
イ
ギ
り
ス
岨
阿
国
者
階
級
の
生
活
標
準
が
い
か
に
低
下
の
一
路
を

辿
っ
て
い
る
か
や
浮
彫
に
し
て
見
せ
て
い
る
。

註

ラ

ウ

ン

ト

P

I
は
一
八
九
丸
年
、
ヨ
ー
ク
市
に
於
て
妻
と
三
人
。

子
供
を
持
ワ
時
働
者
白
衣
放
が
そ
旧
最
低
の
生
活
棋
躍
を
維
持
す
る
に

必
要
な
賃
銀
山
調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
最
初

ω
調
査
で
採
用
し
た
標
準

は
、
車
忙
肉
櫨
的
存
在
的
最
低
標
準
(
目

E
E
Z自
己

z
r
E
t
Z
3

1
4
2
E
H
2
Z
E
E
)
で
、
こ
れ
以
下
に
下
れ
ば
、
家
族
は
飢
惜
か
宇

飢
惜
心
院
態
に
陪
る
岳
山
も
白
で
あ
ワ
た
。
後
年
彼
は
第
二
標
酷
・
を
設

定
し
も
ι
出
、
乙
れ
は
最
小
田
慰
安

E
骨
む
も

ω
で
見
苦
し
か
ら
ぬ
程
度

内
存
手
記
保
ち
う
る
標
準
で
あ
夢
、
人
間
と
し
て
必
要
な
最
低
白
標
準

(自自国同

E
E
Y
Z
E
E
H
E
)
ι
規
定
さ
れ
る
も
自
で
あ
ヲ
た
。
こ
れ
以

下
で
は
勢
働
者
の
家
族
は
質
際
同
は
鮒
死
し
な
い
が
、
性
然
貧
困
な
の

で
あ
っ
て
、
勢
働
者
階
紋
は
こ
れ
以
下
で
生
さ
る
こ
と
荻
強
い
ら
る
べ

き
で
な
い
標
準
で
あ
る
。
第
二
女
大
磯
末
期

ω
物
慣
か
ら
す
れ
ば
、
都

一
様
準
は
四
五
ジ

P
ン

rか
ち
王

O
ジ
H
J

ン
グ
の
問
、
帯
二
標
準
は
『
ハ

王
シ

p
ン
グ
か
ら
七
五

Jvp
ン
グ
白
聞
と
な
る
。
ラ
ウ
ン
ト
リ
J
l
は
最

近
白
人
間
的
革
義

K
闘
す
る
料
率
情
研
究

ω
結
果
に
照
L
て
一
九
一
-
一
点

年
目
物
慣
で
は
第
二
標
準
矢
維
持
す
る
に
は
五
三
シ
リ
ノ
グ
七
ペ
ン
λ

が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
乙

O
標
準
も
さ
は
め
て
酢
か
え
目
な
も
白
で

あ
っ
て
不
熟
練
持
働
者
心
消
費
揮
維
を
代
表
し
、
当

a伸
一
回
国
向
に
住
ん

で
い
る
人
々
目
ヰ
八
百
白
保
護
し
か
告
ん
で
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
九

第

七

十

巻

事

畳量

r、
ム
r、

，、
一」，、

。
六
年
上
り
一
九

O
七
年
迄
の
貸
担
局
白
賃
何
回
調
査
は
そ
自
首
時
四
男

手
労
働
者
四
平
均
牧
入
が
揮
一
標
準
a

と
第
二
標
準
心
間
に
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
品
位
ワ
て
よ
り
帯
給
の
勢
働
者
自
大
部
分
は
第
一
標
準

以
下
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ウ
ン
ト
リ

l
自
主
i
ク
布
。
開
査
は

努
働
者
階
叡
の
家
族
の
一
五
%
は
輝
一
標
準
を
維
持
す
る
に
も
足
切
凪

収
入
し
か
得
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
真
に
一
九
=
六
年
目
岡
市

陀
於
吋
る
彼
自
再
調
査
は
第
一
槙
嘩

ω
家
族
取
は
ニ

O
世
相
初
頭
に
比

し
半
減
し
て
お
り
、
そ
白
貧
困
叫
最
大
目
理
由
と
し
て
長
業
が
低
賃
担

に
代
位
し
た
事
貨
を
強
調
し
て
い
る
e

に
も
拘
ら
ず
相
劃
的
繁
柴
の
時

期

r於
て
す
ら
、
家
族
の
三
が
は
人
問
。
と
し
て
必
袈
な
最
低
標
準
以
下

に
あ
フ
た
の
で
あ
る
。

貧
困
政
態
。
最
も
暗
黒
な
商
は
、
貧
困
線
以
下
白
家
族
は
最
大
山
児

童
数
を
有
す
る
部
割
問
り
も
心
で
あ
る
か
ち
、
貧
困
凶
影
響
は
若
い
者

ω

上
に
最
も
残
酷
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
ζ

い
う
こ

4

で
あ
る
。
一
九
一
一
一

六
年
の
ラ
ウ
シ
ト

9

1
白
調
査
は
圭
捗
働
者
階
献
の
児
童
心
半
数
は
そ

の
少
年
時
代
田
五
年
乃
至
そ
れ
以
上
の
年
月
、
暗
ん

E
児
童
白
川
は
一

o
a乃
至
そ
れ
以
上
の
年
月
築
聾
不
足
を
免
れ
自
己
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
(
司
吋
会

w
l伊
ω
)

先
准
園
と
呼
ば
れ

Z
イ
ギ
リ
ス
に
於
で
す
ら
、
そ
の
鵬
首
働
者
階
級
白
絶

鞠
的
窮
乏
化
は
か
〈
の
一
如
く
で
あ
る
。
著
者
は
綿
掃
に
し
て
周
到
な
忍
賃

銀
待
析
を
誼
し
て
、
資
本
の
敵
制
的
混
動
の
掛
川
側
溝
階
級
の
生
活
保
準
じ

及
ぽ
す
影
響
を
除
9
と
こ
ろ
な
〈
暴
露
し
、
マ
ル
'
ク
ス
日
一
所
相
同
勢
働
者
階



紙
の
絶
劃
的
窮
乏
化
の
法
則
白
亜
し
さ
礼
町
立
聾
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
ボ
章

か

ι墜
ぶ
べ
き
多
く
の
色
の
を
持
つ
。
(
イ
ギ
9
ス
労
働
階
殺
り
欺
態
に

つ
い
て
一
層
詳
し
〈
知
り
た
い
と
思
わ
れ
る
方
は
経
済
論
叢
昭
和
二
十

六
年
六
月
慌
に
掲
鼓
さ
れ
て
い
る
岸
本
助
教
授
白
タ
チ
ン
ス
キ
ー
の
相

升
繭
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

-c 

以
上
守
以
て
末
書
の
紹
介

T
終
ろ
う
と
思
う
。
向
第
七
章
「
輔
働
組
合

主
義
と
賃
銀
」
(
叶
富
市
伶
司
E
S
Z
B
P
E
4
F
F四日
V

ぽ
イ
ギ
り
ス
努
同
組

合
運
動
の
隠
史
小
」
遁
レ

t
、
勢
倒
陪
級
が
賃
銀
関
宰
に
如
何
な
る
柏
崎
度
h
T

示
し
て
来
に
か
を
簡
蹴
に
型
倒
よ
〈
概
観
し
て
い
る
。
第
八
章
「
闘
家
と

賃
銀
」
令
官

m
E
2
5岱
者
晶
ぬ
る
で
は
品
収
賃
銀
の
決
定
機
閣
の
説

明
と
聞
家
の
賃
銀
政
策
の
将
来
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、

ζ

乙
仁

取
り
立
て
て
諭
す
る
科
目
古
の
も
な
い
の
丸
こ
の
紹
介
は
省
き
、
以
下
本

書
全
般
じ
劃
す
る
簡
単
な
批
判
す
試
み
七
い
。

車
引
者
は
本
書
仁
於
て
賃
銀
理
請
を
系
統
的
に
展
開
し
て
む
ら
す
、
叉
本

書
全
岨
聞
に
劉
じ
賃
銀
理
論
を
論
及
し
て
い
る
部
貯
は
茜
仁
φ
い
り
で
あ

る
。
亡
と
え
入
門
書
と
い
う
制
約
は
あ
っ
仁
と
じ
て
ち
よ
り
多
〈
白
紙
面

を
賃
銀
の
本
賀
論
仁
費
す
べ
き
で
は
な
か
っ
に
か
。
例
え
ば
第
二
章
で
蒋

者
は
賃
銀
及
賃
銀
由
民
動
的
分
析
を
通
し

τ盟
問
樹
新
階
級
の
貴
闘
の
状
態
昔
、

蓮
大
な
統
計
を
腕
使
し
て
見
事
に
ホ
暗
闘
し
て
見
廿
一

t
の
で
あ
る
が
、
か
か

る
瑚
裂
は
い
か
な
る
本
賢
か
ら
削
ち
い
か
な
る
賃
銀
法
則
か
ら
生
起
す
る

モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
プ
「
質
観
」

む
で
あ
る
止
を
、
賃
銀
の
慎
値
法
則
と

εの
濯
動
法
則
と
の
聯
蹄
の
的
械

な
究
明
仁
依
様
し
つ
つ
二
M
m
詳
細
仁
第
四
、
或
は
第
五
章
ぁ

t
h
で
展
開

す
べ
き
で
あ
っ
士
。
文
「
関
況
と
賃
銀
」
の
章
に
於
て
も
思
な
る
最
低
賃

銀
決
定
機
関
心
詩
明
に
止
ら
す
、
最
低
賃
銀
剥
と
い
う
枇
脅
政
策
が
帝
園

主
義
の
段
階
に
お
い
て
何
故
に
係
附
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
に
か

の
必
然
性
?
賃
銀
の
運
動
法
則
に
も
と
づ
い
て
解
明
す
る
と
い
う
本
質
論

が
展
開
さ
る
べ
き
で
あ
つ
に
。
こ
の
鈷
に
開
レ
て
は
第
七
章
「
傍
噛
組
合

と
賃
銀
」
仁
於
て
ち
同
様
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
危

機
の
段
階
ド
於
吋
る
賃
銀
白
運
動
性
則
が
徹
閥
的
に
界
関
さ
れ
れ
ば
、
本

章
に
見
色
れ
る
よ
う
な
英
図
的
関
家
濁
占
資
本
町
賃
銀
政
策
h
掛
倒
組
合

の
事
件
業
統
制
へ
白
参
加
に
謝
す
る
著
者
の
幻
想
は
恐
ら
く
担
ち
な
か
っ
た

で
あ
る
う
。
要
す
る
に
賃
銀
本
質
論
に
関
す
る
十
分
ド
系
統
立
っ
た
論
及

い
か
な
さ
れ
て
い
な
い
ー
と
い
う
こ
と
は
、
な
仁
か
著
者
の
理
論
的
弱
さ
を
組

わ
し
め
る
の
で
あ
5
0

然
し
乍
ら
ぞ
れ
で
も
附
私
が
本
習
の
慣
個
を
十
分
認
略

t
い
E
R
思
う
白

は
J

著
者
内
務
倒
力
の
需
給
法
則
(
と

m
閣
の
質
的
掛
理
荷
車
白
最
も
事
情

但
し
て
い
ゐ
法
則
)
に
一
目
し
て
い
る
潔
い
匙
詣
と
性
念
な
結
論
を
金
が
子
、

周
到
鍛
桝
九
JIL
現
官
分
析
仁
一
所
し
で
い
る
リ
ア
り
ス
テ
ィ
ッ
グ
な
理
問
的
態

度
が
ら
本
脊
も
叉
生
れ
七
と
い
う
事
貨
を
貫
覗
す
る
か
ら
で
あ
る
。
徒
ら

に
マ
ル
ク
ヌ
主
義
の
概
念
に
図
れ
、
非
半
理
的
な
諭
宰
に
終
始
す
る
こ
と

の
争
い
こ
の
閣
の
賃
銀
理
論
家
に
と
っ

τは
、
本
書
か
ら
無
限
の
教
訓
E

汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
め
号
コ
。

第
七
十
巻

擁

，、
七

円七

多再



第

七

十

審

著
者
は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ヂ
皐
振
に
血
判
す
る
長
期
日
わ
た
る
内
在
的
批
判
を

通
レ
L
、
今
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
近
代
経
酒
皐
の
風
際
す

る
イ
ギ
り
ス
開
阜
県
仁
一
人
よ
く
そ
の
孤
晶
を
堅
持
し
て
い
る
ロ
し
か
し
近

代
縄
開
皐
は
著
者
の
マ
ル
ク
ス
理
論
抽
出
展
に
と
っ
て
依
然
根
強
い
極
橋
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
著
者
が
そ
の
樫
棺
を
完
全
に
断
ち
切
っ
て
マ

ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
大
成
す
る
回
目
一
日
も
近
か
ら
ん
こ
と
を
希
う
0

・
は
ひ
と
b
紹
介
者
自
み
で
あ
ろ
う
か
。
(
一
九
五
了
凡
・
=
二
)

E
1
9
ス・

γ
ヴ
プ
「
賃
担
」

， 

話 4

，、
ハ、

六
八

第

境

省与

昼中足大

島 村 利 橋 2
忠末隆者

夫 男憲紹

介
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